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▔国
民
年
金

就
職
・
結
婚
・
成
人
等
、
こ
ん
な
場
合

は
種
別
変
更
の
手
続
き
が
必
要
で
す

　
国
民
年
金
の
種
別
が
変
わ
っ
た
と
き
は

手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
を
し
な
か

っ
た
場
合
は
、
年
金
を
受
け
ら
れ
な
く
な

る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き

を
し
ま
し
ょ
う
。

※
必
要
に
応
じ
て
、
妻
・
夫
を
読
み
替
え

　
て
く
だ
さ
い
。

■
第
１
号
被
保
険
者
の
方
が
…

・�

就
職
し
て
厚
生
年
金
保
険
ま
た
は
共
済

組
合
に
加
入
し
た
。
→
②
へ

・�

会
社
員
と
結
婚
し
て
、
そ
の
被
扶
養
配

偶
者
と
な
っ
た
。
夫
が
就
職
し
て
、
そ

の
被
扶
養
配
偶
者
と
な
っ
た
。
→
③
へ

■
第
２
号
被
保
険
者
の
方
が
…

・�

転
職
し
て
自
営
業
に
な
っ
た
（
被
扶
養

配
偶
者
も
第
１
号
被
保
険
者
へ
）
。
会

社
を
退
職
し
て
、
自
営
業
者
の
妻
に
な

っ
た
。
→
①
へ

・�

会
社
を
退
職
し
て
、
会
社
員
の
被
扶
養

配
偶
者
に
な
っ
た
。
→
③
へ

■
第
３
号
被
保
険
者
の
方
が
…

・�
夫
が
会
社
を
退
職
し
た
。
会
社
員
の
夫

と
離
婚
し
た
。
収
入
が
増
え
、
被
扶
養

配
偶
者
で
な
く
な
っ
た
。
夫
が
65
歳
に

達
し
た
。
夫
が
死
亡
し
た
。
→
①
へ

・�

会
社
に
就
職
し
て
被
扶
養
配
偶
者
で
な

く
な
っ
た
。
→
②
へ

・�

夫
が
転
職
し
て
厚
生
年
金
保
険
か
ら
共

済
組
合
、
ま
た
は
共
済
組
合
か
ら
厚
生

年
金
保
険
に
変
わ
っ
た
。
→
③
へ

■
未
加
入
の
方
が
…

・�

会
社
な
ど
に
勤
め
て
い
な
い
人
が
20
歳

に
な
っ
た
。
→
①
へ

・�

20
歳
未
満
で
就
職
し
、
厚
生
年
金
保
険

ま
た
は
共
済
組
合
に
加
入
し
た
。
→
②

へ

変
更
後
の
種
別
・
届
出

①�

第
１
号
被
保
険
者
…
年
金
手
帳
・
資
格

喪
失
日
の
分
か
る
書
類
・
印
鑑
を
持
参

し
、
市
民
課
へ

②�

第
２
号
被
保
険
者
…
事
業
主
等
が
年
金

事
務
所
に
届
出
を

③�

第
３
号
被
保
険
者
…
事
業
主
等
を
通
じ

て
年
金
事
務
所
に
届
出
を

問
合
先　
市
民
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
４
１

▔税
個
人
事
業
税
の
納
付
を
お
忘
れ
な
く

▼
納
期
限

・
第
１
期
分
…
9
月
2
日
（
月
）

　
８
月
中
に
第
１
期
分
と
第
２
期
分
の
納

付
書
を
ま
と
め
て
送
付
す
る
の
で
、
お
間

違
い
の
な
い
よ
う
納
期
限
ま
で
に
納
め
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
年
間
の
税
額
が
１
万

円
以
下
の
方
は
、
第
2
期
分
の
納
付
書
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
納
付
に
は
便
利
で
安
心
・
安
全

な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
泉
北
府
税
事
務
所

　
　
　
　
☎
（
238
）
７
２
２
１

家
屋
の
実
地
調
査
を
行
い
ま
す

　
平
成
31
年
1
月
2
日
〜
令
和
２
年
1
月

1
日
の
間
に
新
築
ま
た
は
増
改
築
さ
れ
た

家
屋
は
、
令
和
２
年
度
か
ら
新
た
に
固
定

資
産
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
の
税
額
を

算
出
す
る
た
め
に
、
価
格
を
決
定
ま
た
は

修
正
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
現
地
調
査

を
行
い
ま
す
。

　
対
象
の
方
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
し

ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
調
査
に
は
「
徴
税
吏
員
証
」
及
び
「
固

　
定
資
産
評
価
補
助
員
証
」
を
携
帯
し
た

　
税
務
課
職
員
が
伺
い
ま
す
。

問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
１
０
９

市 役 所 か ら の  
お 知 ら せ

お
知
ら
せ

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

今月が納期限の税金

〈市民税〉�
〈府民税〉�
第2期分

9月2日までにお近くの�
金融機関またはコンビニエンス�
ストア等で納めてください。
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▔各
種

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免

　
被
保
険
者
ま
た
は
連
帯
納
付
義
務
者

（
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
と

被
保
険
者
の
配
偶
者
）
が
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
保
険
料
の
全
部
ま
た
は
一
部

を
納
付
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、

保
険
料
が
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①�

震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
災
害
に
よ
り
被
保
険
者
が
主
た

る
居
住
の
用
に
供
し
て
い
る
住
宅
、
被

保
険
者
の
家
財
、
そ
の
他
の
財
産
に
つ

い
て
著
し
い
損
害
を
受
け
た
と
き

②�

被
保
険
者
ま
た
は
保
険
料
の
連
帯
納
付

義
務
者
の
収
入
が
事
業
の
不
振
、
休
業
、

廃
止
ま
た
は
失
業
等
の
理
由
に
よ
り
著

し
く
減
少
し
た
と
き

③�

被
保
険
者
が
、
刑
事
施
設
、
労
役
場
、

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
に
拘
禁

さ
れ
た
と
き

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
９
２

ご
存
知
で
す
か
？
任
意
継
続
保
険
制
度

　
任
意
継
続
保
険
は
、
勤
務
先
の
健
康
保

険
に
２
か
月
以
上
の
加
入
期
間
が
あ
れ
ば
、

退
職
後
も
引
き
続
き
２
年
間
の
継
続
加
入

が
で
き
る
制
度
で
す
。
保
険
料
は
会
社
負

担
が
な
く
な
り
、
全
額
自
己
負
担
に
な
り

ま
す
。
手
続
き
は
、
退
職
日
の
翌
日
か
ら

20
日
以
内
（
厳
守
）
に
協
会
け
ん
ぽ
ま
た

は
勤
務
先
の
健
康
保
険
組
合
へ
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
７
４

は
り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー

ジ
の
受
領
委
任
制
度
を
導
入
し
ま
す

　
高
石
市
国
民
健
康
保
険
で
は
、
令
和
元

年
9
月
施
術
分
か
ら
「
は
り
・
き
ゅ
う
及

び
あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
施
術
療
養
費
」

の
支
払
い
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
が
全

国
共
通
の
取
扱
い
と
し
て
制
定
し
た
受
領

委
任
制
度
を
導
入
し
ま
す
。

　
受
領
委
任
の
取
扱
い
を
希
望
す
る
施
術

者
の
方
は
、
近
畿
厚
生
局
に
「
受
領
委
任

の
取
扱
い
」
の
申
出
を
行
い
、
承
諾
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
出
方
法　
近
畿
厚
生
局
の
Ｈ
Ｐ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
［
Ｈ
Ｐ
：https://kousei

kyoku.m
hlw
.go.jp/kinki/shinsei/shid

o_kansa/judo/ahaki.htm
l

］

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
７
４

８
月
28
日
に
市
内
の�

防
災
行
政
無
線
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら

放
送
が
流
れ
ま
す

　
地
震
や
津
波
、
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

に
備
え
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た
全
国
一
斉
情
報
伝

達
訓
練
を
行
い
ま
す
。

放
送
時
間　
午
前
11
時
頃

問
合
先　
危
機
管
理
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
４
７

９
月
５
日
は�

�

大
阪
８
８
０
万
人
訓
練

　
午
前
11
時
に
地
震
が
発
生
し
、
3
分
後

に
大
津
波
警
報
発
表
に
つ
い
て
、
ま
た
午

前
11
時
15
分
に
避
難
情
報
に
つ
い
て
緊
急

速
報
メ
ー
ル
が
届
き
ま
す
。
各
自
で
身
を

守
る
行
動
を
と
る
な
ど
、
緊
急
時
の
避
難

行
動
を
再
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

※
訓
練
用
エ
リ
ア
メ
ー
ル
お
よ
び
緊
急
速

　
報
メ
ー
ル
は
、
マ
ナ
ー
モ
ー
ド
で
も
受

　
信
音
が
流
れ
ま
す
。
受
信
音
が
流
れ
な

　
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
電
源
を
切
る
か

　
受
信
設
定
を
オ
フ
に
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
危
機
管
理
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
４
7

8
月
14
日
・
15
日
は
、�

市
立
小
中
学
校
の
閉
庁
日
で
す

　
閉
庁
期
間
中
は
、
原
則
と
し
て
各
小
中

学
校
に
勤
務
者
を
お
き
ま
せ
ん
。
緊
急
時

の
連
絡
は
、
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
学
校

長
へ
行
い
ま
す
。

問
合
先　
学
校
教
育
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
４
３
４

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
利
用
店
舗

募
集

　
10
月
か
ら
販
売
す
る
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商

品
券
の
利
用
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
店
舗

を
募
集
し
ま
す
。
詳
細
は
、
決
ま
り
次
第
、

市
及
び
高
石
商
工
会
議
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
先　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業
実

施
本
部
☎
（
267
）
４
４
１
０
、
ま
た
は
高

石
商
工
会
議
所
☎
（
264
）
１
８
８
８
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金
婚
者
祝
賀
会

日
時　
9
月
26
日
（
木
）
午
前
11
時
か
ら

場
所　
市
役
所
別
館
（
３
階)

対
象　
結
婚
50
周
年
の
夫
婦
（
昭
和
44
年

9
月
16
日
〜
昭
和
45
年
9
月
15
日
に
結
婚

し
た
夫
婦
）

※
当
日
は
昼
食
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。

申
込
・
問
合
先　
8
月
23
日
ま
で
に
高
齢

・
障
が
い
福
祉
課
☎
（
275
）
６
２
９
４
へ

自
動
車
安
全
運
転
者
講
習
会

　
秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
に
先
が
け
、

自
動
車
運
転
に
関
す
る
交
通
ル
ー
ル
に
つ

い
て
講
習
会
を
実
施
し
ま
す
。

申
込　
当
日
直
接
会
場
へ

問
合
先　
土
木
公
園
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
４
７
８

パ
ー
ト
職
員
（
障
が
い
者
）
を
募
集

募
集　
3
人
程
度

業
務
内
容　
書
類
作
成
・
デ
ー
タ
入
力
・

来
客
対
応
な
ど

勤
務
場
所　
高
石
市
役
所

応
募
資
格
　
次
の
い
ず
れ
か
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方
▼
①
身
体
障
害
者
手
帳
②
療

育
手
帳
③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
な

ど※
業
務
内
容
や
応
募
資
格
の
詳
細
に
つ
い

　
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
人
事

　
課
で
配
布
し
て
い
る
募
集
案
内
で
ご
確

　
認
く
だ
さ
い
。

選
考
方
法　
実
技
選
考
（
パ
ソ
コ
ン
で
の

文
字
入
力
）
及
び
個
別
面
接

※
日
時
・
場
所
は
応
募
者
へ
別
途
通
知

勤
務
時
間　
週
４
日
／
１
日
７
時
間
（
応

相
談
）

任
用
期
間　
10
月
1
日
〜
令
和
２
年
3
月

31
日
（
次
年
度
再
度
任
用
の
場
合
あ
り
）

時
給　
９
５
４
円（
年
次
有
給
休
暇
等
有
）

応
募
・
問
合
先　
募
集
案
内
に
添
付
し
て

い
る
申
込
書
を
8
月
21
日
ま
で
に
人
事
課

へ
持
参
ま
た
は
郵
送
☎
（
275
）
６
１
９
９

公
立
幼
稚
園
教
諭
（
パ
ー
ト
職
員
）

を
募
集

職
種　
幼
稚
園
教
諭
（
要
資
格
）

勤
務
場
所　
市
立
加
茂
幼
稚
園

勤
務
時
間　
週
28
時
間
以
内

雇
用
期
間　
９
月
1
日
〜
令
和
２
年
3
月

31
日

募
集　
１
人

時
給　
１
２
０
４
円

応
募
・
問
合
先　
履
歴
書
・
幼
稚
園
教
諭

免
許
状
の
写
し
を
教
育
総
務
課
☎
（
275
）

６
４
２
８
へ
持
参
ま
た
は
郵
送

身
近
な
み
ど
り
を
育
て
ま
し
ょ
う

　
各
地
域
や
職
場
の
皆
さ
ん
が
共
同
で
緑

化
す
る
際
に
、
樹
木
の
無
料
配
付
を
行
っ

て
い
ま
す
。

樹
種　
キ
ン
モ
ク
セ
イ
、
サ
ザ
ン
カ
、
セ

イ
ヨ
ウ
カ
ナ
メ　
ほ
か
（
1
か
所
あ
た
り

10
本
以
上
の
申
請
が
必
要
）

※
数
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
ご
希
望
に
添

　
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
込
・
問
合
先　
8
月
30
日
ま
で
に
土
木

公
園
課
☎
（
275
）
６
４
１
７

お
知
ら
せ

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

日程 会場

9 月 4日 ( 水 ) 羽衣公民館

9月 12日 ( 木 ) デージードーム

9月 18日 ( 水 ) とろしプラザ

9月 19日 ( 木 )

※いずれも午後 7時～8時
　( 受付：午後 6時 30分 )

中央公民館

スポ
ーツ
庁

補
助
事
業

申込・問合先　8 月 13 日から高石健幸リビング・ラボ☎（242）3927

日程　9月 4日～10月 30日の毎週
水曜日（10月 23日を除く全 8回）
時間　①午前 10時 30分～11時 30
分、②午後 1時～2時
※9月 4日と 10月 16日は体力測定
と認知機能検査のため、①午前 10時
～正午、②午後 1時～3時

場所　デージードーム（2階）
対象　市内在住の 60歳以上の方
※血圧 180/110mmHg、もしくは
脈拍 110回 /分以上の方は参加不可
定員　各 15人（先着順）
参加費　1,200 円（保険料を含む）

はじめての健幸ダンス教室はじめての健幸ダンス教室 が デージードーム にやってくる！が デージードーム にやってくる！

11～12月はとろしプラザ、1～2月
はカモンたかいしでも開講予定！
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高
石
市
受
動
喫
煙
・
路
上
喫
煙
等
対

策
の
総
合
的
推
進
に
関
す
る
条
例
に

か
か
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

　
条
例
の
制
定
に
あ
た
り
、
皆
さ
ん
か
ら

の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲
覧
期
間　
８
月
26
日
ま
で

閲
覧
場
所　
市
役
所
お
よ
び
市
内
各
公
共

施
設
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
可
）

意
見
提
出
・
問
合
先　
8
月
26
日
ま
で
に

（
必
着
）
、
各
閲
覧
場
所
に
設
置
し
て
い

る
意
見
提
出
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

生
活
環
境
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
［
〒
５
９
２
‐
８
５
８
５

（
住
所
記
載
不
要
）
、
☎
（
275
）
６
２
５

４
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
（
267
）
３
０
７
８
、
Ｅ
メ

ー
ル
：kankyoutaisaku@

city.takaishi
.lg.jp

］

蓮
池
公
園
整
備
基
本
計
画
に
か
か
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

　
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、
皆
さ
ん
か
ら

の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲
覧
期
間　
８
月
6
日
〜
９
月
6
日

閲
覧
場
所　
市
役
所
お
よ
び
市
内
各
公
共

施
設
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
可
）

意
見
提
出
・
問
合
先　
８
月
6
日
〜
９
月

6
日
（
必
着
）
ま
で
に
住
所
・
氏
名
・
ご

意
見
を
記
入
し
、
土
木
公
園
課
へ
持
参
ま

た
は
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
［
〒

５
９
２
‐
８
５
８
５
（
住
所
記
載
不
要
）
、

☎
（
275
）
６
４
１
７
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
（
275
）

６
４
８
２
、
Ｅ
メ
ー
ル
：kouenryokka

@
city.takaishi.lg.jp

］

就
職
に
関
す
る
事
業
所
募
集

①
外
国
人
留
学
生
雇
用
対
策
セ
ミ
ナ
ー

　
外
国
人
留
学
生
を
雇
用
す
る
場
合
、
ど

の
よ
う
な
規
制
や
手
続
き
が
あ
る
か
、
基

礎
的
な
知
識
か
ら
説
明
し
ま
す
。

日
時　
8
月
27
日
（
火
）
午
後
２
時
〜
４

時場
所　
高
石
商
工
会
議
所
（
３
階
）

対
象　
外
国
人
留
学
生
の
雇
用
を
検
討
し

て
い
る
事
業
所

募
集　
20
社
（
先
着
順
）

参
加
費　
無
料

②
泉
北
就
職
情
報
フ
ェ
ア
in
高
石　
　
　

　
〜
合
同
就
職
面
接
会
〜

　
泉
北
地
域
で
正
社
員
や
パ
ー
ト
の
求
人

(

特
に
高
齢
者
層)

を
検
討
さ
れ
て
い
る
事

業
所
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　
11
月
21
日
（
木
）
午
後
１
時
〜
４

時
30
分

場
所　
ア
プ
ラ
た
か
い
し
（
３
階
）

対
象　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
泉
大
津
管
轄
内
の

事
業
所

募
集　
20
社
（
先
着
順
）

参
加
費　
無
料

申
込
・
問
合
先　
①
は
8
月
20
日
ま
で
、

②
は
9
月
19
日
ま
で
に
高
石
商
工
会
議
所

へ
電
話
申
込
☎
（
264
）
１
８
８
８

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
に
ご
注
意
を
！

見
か
け
た
ら
…
素
手
で
捕
ま
え
た
り
、
触

っ
た
り
し
な
い
で
駆
除
す
る
。

駆
除
の
方
法
…
ク
モ
は
踏
み
つ
ぶ
す
か
市

販
の
殺
虫
ス
プ
レ
ー
（
ク
モ
用
ま
た
は
ゴ

キ
ブ
リ
用
）
を
噴
霧
す
る
。
卵
の
う
は
、

踏
み
つ
ぶ
す
か
焼
却
す
る
。

も
し
、
か
ま
れ
た
ら
…
患
部
を
流
水
で
よ

く
洗
い
、
早
く
病
院
で
治
療
す
る
。
可
能

で
あ
れ
ば
、
か
ん
だ
ク
モ
は
殺
し
て
、
病

院
に
持
っ
て
い
く
。

問
合
先　
生
活
環
境
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
６
６

野
良
猫
に
エ
サ
を
与
え
る
前
に

「
野
良
猫
に
エ
サ
を
与
え
て
残
っ
た
エ
サ

や
ト
イ
レ
の
片
付
け
を
し
な
い
」
こ
の
よ

日時　8月 24日（土）午後 4時から
場所　ホテルきららリゾート関空
　　　（泉大津市なぎさ町 5-1）
対象　中学生以上の方
募集　50人
参加費　無料
申込　事前に電話またはＦＡＸで申込
問合先　高石港湾振興会事務局（経済課
内）☎（275）6164、ＦＡＸ（263）8143

堺泉北港開講50周年記念

シンポジウムを開催します
シンポジウム「瀬戸内海クルーズ寄港地としての堺泉北港」

第１部　基調講演「クルーズ業界の今」
講師：糸川雄介さん（シルバーシー・クルーズ　日本支社長）

第２部　パネルディスカッション「瀬戸内海クルーズ寄港地としての堺泉北港」
コーディネーター：阪口 伸六（高石市長）
パネリスト：成瀬 英治さん（近畿地方整備局副局長）
　　　　　　福井 淳太さん（大阪府港湾局長）
　　　　　　新原 芳明さん（広島県呉市長）
　　　　　　酒井 了さん（倉敷市技監）
　　　　　　糸川 雄介さん ※プログラムは予告なく変更になる場合があります。
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う
な
場
合
、
散
ら
か
っ
た
り
悪
臭
が
発
生

し
、
周
囲
の
方
の
迷
惑
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
ま
た
、
エ
サ
を
与
え
ら
れ
た
野
良

猫
が
不
妊
去
勢
手
術
を
受
け
て
い
な
い
場

合
、
子
猫
を
た
く
さ
ん
生
む
よ
う
に
な
り

ま
す
。
不
特
定
の
方
か
ら
エ
サ
を
与
え
ら

れ
る
こ
と
は
、
猫
の
健
康
面
か
ら
も
良
い

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
エ
サ
を
与
え
る

前
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
生
活
環
境
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
６
６

飼
い
主
の
皆
さ
ん
、
マ
ナ
ー
を
守
れ

て
い
ま
す
か
？

　
犬
や
猫
の
フ
ン
・
鳴
き
声
・
放
し
飼
い

等
の
苦
情
が
よ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ペ
ッ

ト
を
飼
う
場
合
は
、
愛
情
を
も
っ
て
責
任

の
あ
る
飼
い
方
を
し
ま
し
ょ
う
。

▼
犬
を
散
歩
さ
せ
る
時
は
、
必
ず
リ
ー
ド

　
（
引
き
綱
）
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

▼
犬
の
フ
ン
の
後
始
末
を
忘
れ
ず
、
き
ち

　
ん
と
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
生
活
環
境
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
６
６

お
知
ら
せ

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

■情報公開制度の運用状況（H30.4.1～H31.3.31）

４ ３ ４ ‒‒１ ‒ ‒ ‒４

1. 実施機関別処理状況

2. 審査請求の状況

※請求件数は受理日が期間内に存するものの件数

※請求件数は受理日が期間内に存す
　るものの件数

件　数 処理
件数

内　訳内　訳

却下棄却一部認容前年度
から繰越

令和元
年度への
繰越件数

30年度
申立て 認容 取下げ

部分公開公　開 非公開 不存在
請求
件数 請求拒否 取下げ

処理状況実施機関
市　長

議　会

政策推進部

選挙管理委員会
監査委員
公平委員会
農業委員会
固定資産評価審査委員会
教育委員会
市長（水道事業管理者）

計

総　務　部
保健福祉部
土　木　部
会　計　課

35

８

42

17
４
13
４６

４ ２

４

９ ２

２22

23 ４

24

３
１

10
２

２
２

１
１

３ ２

１

決定
件数
37

８

44

18
７
４

３
１ １

１
82 86 28

９
１

34

■個人情報保護制度の運用状況（H30.4.1～H31.3.31）

■行政不服審査制度の運用状況（H30.4.1～H31.3.31）

11‒‒‒11

1. 個人情報保護審査会への諮問・答申件数

2. 個人情報の開示請求等の件数

4. 個人情報取扱事務
     の件数（実施機関別）

3. 審査請求の状況

1. 審査請求（情報公開制度及び個人情報保護制度を除く）の状況

期間中に審査請求はありませんでした。

開示請求 訂正請求 利用停止請求 是正の申出 計

４ ４

１ １
‒ ‒

２ ２
１ １

計

諮問 答申
個人情報の収集
目的外利用
外部提供
結合

273

202
50
３
１
１
７

１

４
４

計

市　長

市　長（水道）

選挙管理委員会
監査委員
公平委員会
農業委員会
固定資産評価
審査委員会

教育委員会

議　会

情報公開制度・個人情報保護制度
行政不服審査制度

運用状況
　平成30年度の情報公開制度、個人情報保護
制度及び行政不服審査制度の運用状況がまとま
りましたのでお知らせします。詳しくは市役所
２階行政資料コーナーで閲覧できます。
問合先　総務課 ☎（275）6197

２ ２ ２‒‒‒‒ ‒ ‒ ‒

件　数 処理
件数

内　訳内　訳

却下棄却一部認容前年度
から繰越

令和元
年度への
繰越件数

30年度
申立て 認容 取下げ
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みん
ないっしょ

に生きる社会を

　

昭
和
20
年
８
月
６
日
午
前
８
時
15

分
、
人
類
史
上
初
め
て
の
原
子
爆
弾

が
広
島
に
投
下
さ
れ
、
３
日
後
の
９

日
午
前
11
時
２
分
に
は
長
崎
に
も
投

下
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
原
子
爆
弾
で

両
市
の
中
心
部
は
壊
滅
し
、
広
島
で

は
約
14
万
人
、
長
崎
で
も
約
７
万
人

も
の
人
々
が
犠
牲
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
広
島
の
原
子
爆
弾
に
関
し
、

本
年
に
入
っ
て
か
ら
の
２
つ
の
出
来

事
を
紹
介
し
ま
す
。

　

ひ
と
つ
目
は
、
広
島
平
和
記
念
資

料
館
本
館
が
、
展
示
の
内
容
や
方
法

を
28
年
ぶ
り
に
大
幅
に
見
直
し
、
４

月
25
日
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

し
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
平
成

29
年
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し

た
東
館
と
合
わ
せ
て
全
て
の
常
設
展

示
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
本
館
は
、
平
成
18
年
に

国
際
的
に
高
い
評
価
を
受
け
た
最
初

の
戦
後
建
築
で
あ
り
、
わ
が
国
の
戦

後
建
築
物
と
し
て
は
初
め
て
、
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

記
念
の
式
典
で
は
広
島
市
長
が

「
核
兵
器
の
な
い
世
界
の
実
現
を
願

う
広
島
の
心
を
社
会
の
共
通
の
価
値

観
に
し
て
い
く
と
い
う
役
割
を
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
果
た
し
て
い
き
た

い
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
後
の
常
設
展
示
に
つ
い
て
、

本
館
で
は
被
爆
者
の
遺
品
、
被
爆
の

惨
状
を
示
す
写
真
や
資
料
を
展
示
し
、

「
８
月
６
日
の
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
紹
介

す
る
と
と
も
に
、
被
爆
者
や
遺
族
の

今
日
ま
で
の
苦
し
み
や
悲
し
み
な
ど

を
伝
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
東
館
で

は
「
導
入
展
示
」
「
核
兵
器
の
危
険

性
」
「
広
島
の
歩
み
」
の
３
つ
の
展

示
ゾ
ー
ン
の
ほ
か
、
被
爆
者
証
言
ビ

デ
オ
コ
ー
ナ
ー
が
設
置
さ
れ
、
１
階

で
は
企
画
展
示
、
地
下
１
階
で
は
新

着
資
料
展
な
ど
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ふ
た
つ
目
は
、
県
立
広
島
大
学
の

被
爆
３
世
、
４
世
を
含
む
学
生
ら
20

人
で
つ
く
る
「
オ
バ
マ
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
の
代
表
が
、
米
国
の
オ
バ
マ

前
大
統
領
に
再
び
広
島
を
訪
問
し
て

い
た
だ
こ
う
と
、
２
月
６
日
米
国
ワ

シ
ン
ト
ン
に
あ
る
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ

財
団
を
９
９
９
羽
の
折
り
鶴
を
持
っ

て
訪
問
し
た
こ
と
で
す
。
代
表
者
は
、

１
０
０
０
羽
目
の
折
り
鶴
を
折
っ
て

い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
と
書
い
た
手
紙

と
折
り
紙
を
職
員
に
託
し
ま
し
た
。

翌
日
同
財
団
か
ら
連
絡
が
あ
り
再
度

訪
問
し
た
と
こ
ろ
、
オ
バ
マ
氏
の
直

筆
の
サ
イ
ン
が
入
っ
た
折
り
鶴
一
羽

と
手
紙
が
職
員
か
ら
渡
さ
れ
ま
し
た
。

オ
バ
マ
氏
か
ら
の
手
紙
の
全
文
は
次

の
通
り
で
す
。
（
県
立
広
島
大
学

訳
）

『
親
愛
な
る
県
立
広
島
大
の
学
生
へ

Ｎ
ｉ
ｍ
ｉ
さ
ん
（
オ
バ
マ
財
団
の
担

当
者
）
よ
り
、
昨
日
共
有
し
て
い
た

だ
い
た
内
容
が
と
て
も
す
ば
ら
し
か

っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私

は
千
羽
目
の
折
り
鶴
を
あ
な
た
た
ち

と
共
有
す
る
こ
と
を
う
れ
し
く
思
い

ま
す
。
そ
の
折
り
鶴
は
、
無
限
の
可

能
性
を
持
つ
あ
な
た
た
ち
と
、
心
の

こ
も
っ
た
感
動
的
な
レ
タ
ー
を
書
い

て
く
れ
た
生
徒
た
ち
の
象
徴
で
す
。

　

ミ
シ
ェ
ル
（
オ
バ
マ
氏
の
夫
人
）

と
私
は
あ
な
た
た
ち
を
信
じ
て
い
ま

す
。
私
た
ち
は
あ
な
た
た
ち
を
応
援

し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は

あ
な
た
た
ち
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

あ
な
た
た
ち
の
世
代
が
、
間
も
な
く

解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
困
難
な

課
題
を
引
き
継
ぎ
、
話
し
合
い
続
け

る
こ
と
で
、
私
た
ち
の
世
界
が
よ
り

明
る
く
、
よ
り
美
し
く
共
有
さ
れ
た

未
来
に
向
か
い
ま
す
よ
う
に
。

　

真
心
を
込
め
て

　

バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
』

　

折
り
鶴
と
手
紙
は
県
立
広
島
大
学

で
保
管
さ
れ
、
公
開
を
検
討
す
る
と

し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

人
権
推
進
課

　
　
　
　
　
　

☎
（
275
）
６
２
７
９

９９９羽の折り鶴

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
国
際
交
流
基
金

を
ご
活
用
く
だ
さ
い

　
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
国
際
交

流
活
動
を
助
成
す
る
た
め
の
基
金
を
設
け
、

対
象
と
な
る
活
動
に
対
し
助
成
を
行
っ
て

い
ま
す
。
助
成
基
準
や
必
要
書
類
等
、
詳

し
く
は
社
会
教
育
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
請　
社
会
教
育
課
で
配
布
す
る
申
請
書

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
社
会
教
育

課
へ

※
年
度
末
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
交
付
処

　
理
の
都
合
上
、
翌
年
度
の
申
請
と
な
る

　
場
合
が
あ
る
の
で
必
ず
社
会
教
育
課
ま

　
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
社
会
教
育
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
４
３
７

黙
と
う
に
ご
協
力
を

　
8
月
15
日
は
戦
没
者
を
追
悼
し
、
平
和

を
祈
念
す
る
日
で
す
。
正
午
か
ら
1
分
間

の
黙
と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　
社
会
福
祉
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
８
３



高石市職員採用試験 申込
期間

8 月 22 日（木） ～ 9 月 6 日（金）
※午前 9 時～午後 5 時 30 分。土・日曜を除く。

35 歳の方まで受験可
募集職種：人数

事務職（上級）：4 人程度

事務職（初級）：1 人程度

※昭和 59 年 4 月 2 日から平成 10 年 4 月 1 日
　までに生まれ、大学卒業程度の学力を有する人

※平成 10 年 4 月 2 日から平成 14 年 4 月 1 日
　までに生まれ、高校卒業程度の学力を有する人

変えたる
で。「お役所

イメージ
」

■ 受験要項 ■ 申込・問合先
採用時期　令和 2 年 4 月 1 日（予定）
提出書類　所定の採用試験申込書・受験票１通
　　　　　※採用試験申込書・受験票は市ホームペー
　　　　　　 ジからもダウンロードできます。
試験日程　１次試験：9 月 22 日（日）
　　　　　２次試験：10 月下旬（予定）
　　　　　３次試験：11 月中旬（予定）
　　　　　※試験の成績が一定の基準に達しない場合
　　　　　　 は、「合格者なし」とする場合があります。

人事課☎（275）6199
※詳しくは、市ホームページ「高
石市職員採用試験案内」をご覧
ください。

［高石市職員採用試験
案内］へのアクセスはこ
ちらのQRコードから▶

君の
キャ

リア
＆や

る気
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令和元年 10月から
幼児教育･保育が無償化されます！

　

３～５歳児クラス

満３歳児
（3歳になった日から最初の
  3 月 31日までの子ども）

満３歳児

０～２歳児クラス

住民税非課税世帯の

（3歳になった日から最初の
  3 月 31日までの子ども）

住民税非課税世帯の

教育預かり保育教育 預かり保育

新制度に移行した私立･公立幼稚園
認定こども園（幼稚園部分）

就園奨励費補助金対象の幼稚園等
認可外保育施設等

○

○○

○

○○○

○

○○

○

○○

○

対象外 対象外

上限 11,300 円（※）

上限 16,300 円（※） 上限 16,300 円（※）上限 25,700 円

上限 11,300 円（※） 上限 37,000 円

上限 25,700 円

上限 25,700 円

上限 42,000 円

　幼児教育・保育の無償化は、「幼児教育の重要性に鑑み、すべての子どもに質の高い幼児教育を保証
することをめざすもの」です。無償化の範囲や上限額は、保育の必要性の認定（給付認定）の有無、住
民税非課税世帯であるか否か等によって異なります。無償化の対象については以下の表でご確認ください。
問合先　子育て支援課 ☎（275）6359

幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）等を利用の子ども

保育所、認定こども園（保育所部分）等を利用の住民税非課税世帯の 0～2歳児クラスの子ども

保育所、認定こども園（保育所部分）等を利用の 3～5歳児クラスの子ども

部分に該当する方は無償化にあたり保育の必要性の認定が必要（以下参照）です。部分に該当する方は無償化にあたり保育の必要性の認定が必要（以下参照）です。

（※）無償化されるのは「450円×利用日数の範囲内」のみに限ります。
例：月20日利用の場合⇒450円×20日＝「9,000円」が無償化の上限

通園施設・年齢別の無償化対象表（○が無償化の対象）

保育所・幼稚園・認定
こども園等を利用して
いない場合

9 月 30 日（月）までに認定申請書の提出を！
保育無償化の制度を適用するには

■認定申請書

　無償化の対象となるには、認定申請書及び
保育の必要性が分かる書類の提出が必要です。
　幼稚園、認定こども園を利用している場合
は施設へ、認可外保育施設等を利用している
場合は子育て支援課へご提出ください。

　保育の必要性の認定（給付認定）とは、保
護者の申請を受け、就労証明書や診断書など
の客観的な基準に基づき、保育の必要性があ
るかどうかを認定するものです。それを基に
高石市から給付認定証を発行いたします。

■保育の必要性の認定について

給食の副食費は、引き
続き実費負担となりま
す。ただし、年収 360
万円未満相当の世帯や
第 3 子以降の子どもに
ついては、副食費が免
除されますので、対象
世帯が決まり次第お知
らせします。

保育所･認定こども
園（保育所部分）等

確認しましょう！ 各世帯の「無償化部分」と「実費負担部分」

都道府県等に届出をした認可外保育施設、ベビーシッター、認
可外の事業所内保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミ
リー・サポート・センター事業（送迎のみ除く）のことを指します。

・幼稚園、保育所、認定こども園等と障がい児通園施設等（3～5歳児クラス）  
  の両方を利用する場合、両方とも無償化の対象となります。

・「上限」は無償化される額の上限額を表しています。

認可外保育施設等とは・・・

　今回の無償化は、保育所等を利用する際に負担する費用のうち、保育料に当たる部分が対象となるものです。
引き続きお支払いいただく食材料費等の実費負担分は世帯によって異なるため、以下を参考にご確認ください。

■ 9 月末まで

保育料
実費負担分

保育料
※状況により上限あり

実費負担分

■ 10 月以降（無償化開始後）

■ 9 月末まで

■ 10 月以降（無償化開始後）

■ 9 月末まで

■ 10 月以降（無償化開始後）

保育料

保育料
実費負担分

保育料

無償化

食材料費
（給食の副食費）

食材料費
（給食の主食費）

通園バス代、
行事費など

食材料費
（給食の副食費）

食材料費
（給食の主食費）

通園バス代、
行事費など

保育料
実費負担分

食材料費
（給食の副食費）

食材料費
（給食の主食費）

通園バス代、
行事費など

食材料費
（給食の主食費）

通園バス代、
行事費など

給食の副食費は、保育料
としての負担から実費負
担に変わります。ただし、
年収 360 万円未満相当
の世帯や第 3 子以降の
子どもについては、副食
費が免除されますので、
対象世帯が決まり次第お
知らせします。

無償化

実費負担分

食材料費
（給食の副食費）

食材料費
（給食の主食費）

延長保育料、
行事費など

食材料費
（給食の副食費）

実費負担分

食材料費
（給食の主食費）

延長保育料、
行事費など

食材料費
（給食の副食費）

無償化

給食の主食費・副食費に
は、保育料の一部として
無償化の対象となりま
す。

食材料費について

食材料費について

食材料費について

▼

（　　　  　　）
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令和元年 10月から
幼児教育･保育が無償化されます！

　

３～５歳児クラス

満３歳児
（3歳になった日から最初の
  3 月 31日までの子ども）

満３歳児

０～２歳児クラス

住民税非課税世帯の

（3歳になった日から最初の
  3 月 31日までの子ども）

住民税非課税世帯の

教育預かり保育教育 預かり保育

新制度に移行した私立･公立幼稚園
認定こども園（幼稚園部分）

就園奨励費補助金対象の幼稚園等
認可外保育施設等

○

○○

○

○○○

○

○○

○

○○

○

対象外 対象外

上限 11,300 円（※）

上限 16,300 円（※） 上限 16,300 円（※）上限 25,700 円

上限 11,300 円（※） 上限 37,000 円

上限 25,700 円

上限 25,700 円

上限 42,000 円

　幼児教育・保育の無償化は、「幼児教育の重要性に鑑み、すべての子どもに質の高い幼児教育を保証
することをめざすもの」です。無償化の範囲や上限額は、保育の必要性の認定（給付認定）の有無、住
民税非課税世帯であるか否か等によって異なります。無償化の対象については以下の表でご確認ください。
問合先　子育て支援課 ☎（275）6359

幼稚園、認定こども園（幼稚園部分）等を利用の子ども

保育所、認定こども園（保育所部分）等を利用の住民税非課税世帯の 0～2歳児クラスの子ども

保育所、認定こども園（保育所部分）等を利用の 3～5歳児クラスの子ども

部分に該当する方は無償化にあたり保育の必要性の認定が必要（以下参照）です。部分に該当する方は無償化にあたり保育の必要性の認定が必要（以下参照）です。

（※）無償化されるのは「450円×利用日数の範囲内」のみに限ります。
例：月20日利用の場合⇒450円×20日＝「9,000円」が無償化の上限

通園施設・年齢別の無償化対象表（○が無償化の対象）

保育所・幼稚園・認定
こども園等を利用して
いない場合

9 月 30 日（月）までに認定申請書の提出を！
保育無償化の制度を適用するには

■認定申請書

　無償化の対象となるには、認定申請書及び
保育の必要性が分かる書類の提出が必要です。
　幼稚園、認定こども園を利用している場合
は施設へ、認可外保育施設等を利用している
場合は子育て支援課へご提出ください。

　保育の必要性の認定（給付認定）とは、保
護者の申請を受け、就労証明書や診断書など
の客観的な基準に基づき、保育の必要性があ
るかどうかを認定するものです。それを基に
高石市から給付認定証を発行いたします。

■保育の必要性の認定について

給食の副食費は、引き
続き実費負担となりま
す。ただし、年収 360
万円未満相当の世帯や
第 3 子以降の子どもに
ついては、副食費が免
除されますので、対象
世帯が決まり次第お知
らせします。

保育所･認定こども
園（保育所部分）等

確認しましょう！ 各世帯の「無償化部分」と「実費負担部分」

都道府県等に届出をした認可外保育施設、ベビーシッター、認
可外の事業所内保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミ
リー・サポート・センター事業（送迎のみ除く）のことを指します。

・幼稚園、保育所、認定こども園等と障がい児通園施設等（3～5歳児クラス）  
  の両方を利用する場合、両方とも無償化の対象となります。

・「上限」は無償化される額の上限額を表しています。

認可外保育施設等とは・・・

　今回の無償化は、保育所等を利用する際に負担する費用のうち、保育料に当たる部分が対象となるものです。
引き続きお支払いいただく食材料費等の実費負担分は世帯によって異なるため、以下を参考にご確認ください。

■ 9 月末まで

保育料
実費負担分

保育料
※状況により上限あり

実費負担分

■ 10 月以降（無償化開始後）

■ 9 月末まで

■ 10 月以降（無償化開始後）

■ 9 月末まで

■ 10 月以降（無償化開始後）

保育料

保育料
実費負担分

保育料

無償化

食材料費
（給食の副食費）

食材料費
（給食の主食費）

通園バス代、
行事費など

食材料費
（給食の副食費）

食材料費
（給食の主食費）

通園バス代、
行事費など

保育料
実費負担分

食材料費
（給食の副食費）

食材料費
（給食の主食費）

通園バス代、
行事費など

食材料費
（給食の主食費）

通園バス代、
行事費など

給食の副食費は、保育料
としての負担から実費負
担に変わります。ただし、
年収 360 万円未満相当
の世帯や第 3 子以降の
子どもについては、副食
費が免除されますので、
対象世帯が決まり次第お
知らせします。

無償化

実費負担分

食材料費
（給食の副食費）

食材料費
（給食の主食費）

延長保育料、
行事費など

食材料費
（給食の副食費）

実費負担分

食材料費
（給食の主食費）

延長保育料、
行事費など

食材料費
（給食の副食費）

無償化

給食の主食費・副食費に
は、保育料の一部として
無償化の対象となりま
す。

食材料費について

食材料費について

食材料費について

▼

（　　　  　　）
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